
春日部市自転車駐車場条例 

 春日部市春日部自転車駐車場条例（平成１７年条例第１４７号）の全部を改正する。 

（設置） 

第１条 駅周辺の環境整備を図り、もって駅前広場の機能増進に寄与するため、春日部市自

転車駐車場（以下「自転車駐車場」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 自転車駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置  

 春日部駅西口自転車駐車場 春日部市中央一丁目４２番地  

 豊春駅前自転車駐車場 春日部市上蛭田１２８番地２  

 南桜井駅自転車駐車場 春日部市大衾４９６番地４６３  

 南桜井駅西側自転車駐車場 春日部市大衾４２０番地６  

（管理） 

第３条 自転車駐車場は、市民部暮らしの安全課が管理する。 

（収容対象自転車） 

第４条 自転車駐車場において収容できる自転車は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５

号）第２条第１項第１１号の２に規定する自転車（３輪以上のものを除く。）でなければ

ならない。 

（自転車駐車場の使用方法） 

第５条 自転車駐車場の使用方法は、春日部駅西口自転車駐車場、豊春駅前自転車駐車場及

び南桜井駅自転車駐車場にあっては定期使用又は一時使用とし、南桜井駅西側自転車駐車

場にあっては年間使用とする。 

（定期使用及び年間使用できる者の資格） 

第６条 定期使用及び年間使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければな

らない。 

(1) 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づき、本市の住民基本台帳に記録さ

れ、かつ、市内に居住している者であること。 

(2) 市内の学校（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく学校をいう。）に就学

中の者であること。 

(3) 市内の事業所等に勤務している者であること。 

(4) その他市長が特に認めるもの 



（使用の許可等） 

第７条 自転車駐車場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければなら

ない。 

２ 前項の規定による許可（一時使用を除く。次条において同じ。）を受けようとする者は、

規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。 

 （譲渡等の禁止） 

第８条 前条第１項の規定による許可を受けた者は、その使用する権利を譲渡し、又は転貸

してはならない。 

（許可の取消し等） 

第９条 市長は、第７条第１項の規定による許可を受けた者（以下「使用者」という。）が、

次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は当該許可を取り消すことがで

きる。 

 (1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。 

(3) 職員の指示に従わないとき。 

(4) その他管理上支障があるとき。 

２ 市は、使用者が前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、その賠償

の責めを負わない。 

（不正使用に対する措置） 

第１０条 市長は、第７条第１項の規定による許可を受けていない者が自転車駐車場に自転

車を駐車させているときは、当該自転車を撤去することができる。 

２ 前項の規定により撤去した自転車に対する措置については、春日部市自転車放置防止条

例（平成１７年条例第１４９号）第１０条第４項及び第１２条の規定を適用する。 

（使用料） 

第１１条 使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。この場合において、定

期使用者及び年間使用者については、前納するものとする。 

（使用料の免除） 

第１２条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を免除することができる。 

（使用料の還付） 

第１３条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、

その全部又は一部を還付することができる。 

(1) 公用又は公共用に供するため使用の許可を取り消したとき。 



(2) 使用者の責めに帰することができない理由により自転車駐車場を使用することができ

ないとき。 

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。 

（使用者の義務） 

第１４条 使用者は、規則で定める使用者心得を守らなければならない。 

（損害賠償） 

第１５条 使用者は、自転車駐車場の施設等に損害を与えたときは、市長の指示に従い、直

ちに原形に回復し、又は損害を賠償しなければならない。 

 （市の免責） 

第１６条 自転車駐車場内において、天災、火災、盗難その他市の責めに帰さない理由によ

り生じた損害については、市はその責めを負わない。 

（委任） 

第１７条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、

次項の規定は、公布の日から施行する。 

 （準備行為） 

２ 南桜井駅自転車駐車場の使用に係る申請その他の準備行為は、施行日前においても行う

ことができる。 

 （春日部市庄和自転車駐車場条例の廃止） 

３ 春日部市庄和自転車駐車場条例（平成１７年条例第１４８号）は、廃止する。 

（経過措置） 

４ 施行日前までに、改正前の春日部市春日部自転車駐車場条例（平成１７年条例第１４７

号）又は前項の規定による廃止前の春日部市庄和自転車駐車場条例の規定によりなされた

処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為

とみなす。 

別表（第１１条関係） 

自転車駐車場使用料金表 



名称 区分 使用料 

 春日部駅西口自転車駐車場 定期使用者 地階・１階 １か月 2,400 円

  ３か月 6,900 円

   ６か月 13,800 円

  ２階 １か月 2,200 円

   ３か月 6,300 円

   ６か月 12,600 円

  ３階 １か月 2,000 円

   ３か月 5,700 円

   ６か月 11,400 円

 一時使用者 １回 150 円

 豊春駅前自転車駐車場 定期使用者 １か月 2,100 円

  ３か月 6,300 円

 ６か月 12,600 円

 一時使用者 １回 150 円

 南桜井駅自転車駐車場 定期使用者 １階 １か月 2,400 円

３か月 6,900 円

６か月 13,800 円

 ２階 １か月 2,200 円

３か月 6,300 円

６か月 12,600 円

 一時使用者 １回 150 円

 南桜井駅西側自転車駐車場 年間使用者 年間 6,000 円

備考 

１ １回とは、２４時間以内の１利用をいう。 

２ 一時使用する場合において、使用時間が２４時間を超えたときは、２４時間増すご

とに１５０円を加算する。 

３ 年間とは、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

４ 南桜井駅西側自転車駐車場を年間の途中から使用する場合の使用料は、当該使用料

の１２分の１に申請月（月の途中において申請する場合も含む。）からその後最初の

３月までの月数を乗じた額とする。 


